
　

　□ 改善
（改善措置

５

等）□ 休止　□ 終

日

了
計画対象 □ 実施計

概

画査定対象  □ 行

施

政改革対象 
□ 廃止

策

　　　　 

※決算額に

名

ついては、端数処理に

土

より、他資料の決算額

地

と差異が生じている場

利

合もあります。

用 基本目標 快適で暮らしやすいまち

要 施策の目的 自然環境と都市的環境との調和を図り、秩序ある計画的な土地利用によるまちづくりを推進すること。

施策の方向 良好な市街地の形成

令和７年度中に県による第９回目の区域区分の定期見直し（市街化区域と市街化調整区域の見直し）が予定されていることから、都市計画法第６条の規定に基づく、都
■ 計画どおり   

令和　３年度 市計画基礎調査（建物利用現況調査）を実施した。
□ 遅延         

の評価
□ 進展なし     

■ 維持　　　　 引き続き、自然環境と都市的環境との調和を図り、秩序ある計画的な土地利用を進めていく。

今後の方向性 □ 拡大　　　　 

（改善措置等） □ 縮小　　　　 

□ 改善　　　　 

No

1

. 事務事業名 活動内容

頁

コスト（事業費：千円

令

）

東駿河湾広域都市計

和

画区域等見直し事業 令

 

和　２年度 令和　３年

3

度 令和　３年度 令和　

年

４年度 令和　２年度 令

度

和　３年度 令和　３年

　

度 令和　４年度
活動指

　

標名 単位
実績 計画 実績

事

計画 決算 当初予算 決算

務

当初予算
全体事業概要

事

①
都市計画基礎調査業

業

務委 件 １ 1 １
都市計画

評

マスタープランなどの

価

将来都市像に基づき都

表

託件数
市計画の見直し

（

を行い、秩序ある市街

個

地の形成を図る 0 5,

票

616 4,089 70

）

2
。

②

令和　５年度の

課

優先度

③1 　□ Ａ　

名

　　 □ Ｂ　　　 

計

□ Ｃ　　　 □ Ｄ

画

　

令和７年度中に県に

ま

よる第９回目の区域区

ち

分の定期見直し（市街

づ

化区域と市街化調整区

く

域の見直し）が予定さ

り

れ
■ 計画どおり  

部

 
令和　３年度 ている

都

ことから、都市計画法

市

第６条の規定に基づく

計

、都市計画基礎調査（

画

建物利用現況調査）を

課

実施した。
□ 遅延 

作

        
の評

成

価
□ 進展なし   

日

  

■ 維持　□ 拡

令

大 引き続き、自然環境

和

と都市的環境との調和

　

を図り、秩序ある計画

４

的な土地利用を進めて

年

いく。
事業区分 □ 自

　

治事務   □ 法定

８

受託   □ その他

月

今後の方向性 □ 縮小


